
高齢者等とそのご家族、大家さんなど、みなさまの不安を解消します。

（東京都にお住まいの方が対象です（島しょは除く）。）

令和８年４月改定版





電話回線について
※１

※２

※３

見守りサービスの加入には、固定電話回線（市外局番０３または０４２）が必要です。

無線電話（KDDI ホームプラス電話、ソフトバンクおうちの電話等）は利用できません。

光、ADSL、IP 電話等をご利用の方は、事前にご相談ください。別途工事や費用が必要な
場合があります。



◎ 遺骨を引き取る方がいない場合や、お墓をお持ちでない場合
東京福祉会の「慰霊堂」に合祀させていただきます。
別途費用はいただきません。

◎ 遺骨をご指定の霊園・寺院へ郵送ご希望の方
事前に霊園・寺院の承諾と納骨費用等の支払手続完了
の場合は、火葬後、郵送料実費負担でご遺骨の郵送が
可能です。

葬儀の実施はご契約者ご本人のみとなります。ご親族のご遺骨やお位牌をお持ちの
場合はご生前の納骨等のご対応をお願いします。
またペットをお連れの方は、早目の引取先へのお渡しをお願いいたします。



ご契約者様があらかじめ指定した物品や、金銭等（貴重品を含む）は、実施までに指定連
絡先の方に引き取っていただきます。

○  持ち家の場合、指定連絡先を立てられない方は契約をすることができません。

○  ご契約時のお住まいの状況によっては、片付けをお引き受けできない場合があります。

○  死亡時のサービスのため、引越しにはご利用できません。（施設への入居、他県への転
　  居時はご解約となります。）

○  ペット、位牌、仏壇、神棚等は生前のご対応をお願いいたします。

○  お住まいの賃貸借契約や電気、水道等の解約手続きは行っておりません。



■ ご利用案内（預り金型となります）

□ Ａ見守りサービス（単独での申込み） 料金のご案内

サービス内容 Ａ見守りサービス

（税込み）

契約期間

ご契約時及び更新時（１年毎）に必要な費用 ５5,700円
49,100円

6,600円
(内訳) サービス利用料（P7☆１）

事務手数料

１年（更新可能）

・ １年毎にお支払いいただく前払い金でのＡ見守りサービス
・ ご契約時にお支払いいただくお預り金での、お亡くなりになった後の
　 Ｂ葬儀の実施及びＣ残存家財の片付け
これらＡＢＣ３つのサービスを行なうものです。

ご利用要件
東京都（島しょを除く）にお住まい、あるいはこれからお住まいになる方
　　○年齢制限はありません。
　　○ご契約にあたっては、お住まい等の調査にお伺いいたします。
　　○Ｂ葬儀の実施を申し込む方は、本籍の記載のある住民票が必要です。
　　○Ｃ残存家財の片付けを申し込む方は、お住まいの面積が確認できるものを
　　　ご用意いただきます。
　　　<賃貸住宅>賃貸借契約書、使用許可書（公営の場合）、面積・寸法の入った図面等
　　　<持ち家>建物登記簿謄本、面積・寸法の入った図面等

ご契約者様が東京都外（島しょを含む）に転出された場合は、ご契約は解約とな
ります。東京都内で転居された場合（島しょを除く）は、解約または契約変更等
の手続きが必要となります。

注：

毎年の更新料（サービス利用料＋事務手数料）は55,700円となります。な
お、経済事情の変動により費用が変更になる場合があります。
１年以内の中途解約、住所変更による機器移設の場合には、機器設置費
16,500円＋機器撤去費5,500円＝合計22,000円をご負担いただきます。

注１：

注２：

組合せＯＫ
ＡＢＣ３つのサービスは、単独でも、組合せ（セット）でも、ご利用できます。



□ Ｂ葬儀の実施（単独での申込み）  料金のご案内

サービス内容 Ｂ葬儀の実施

（税込み）

契約期間

ご契約時に必要な費用

更新時（５年毎）に必要な更新料

352,000円
297,000円

55,000円
(内訳) 預り金（P7,8☆２）

事務手数料

55,000円事務手数料

５年（更新可能）

更新時に預り金はそのまま継続します。なお、経済事情の変動により事務手数
料が変更になる場合があります。

注：

□ Ｃ残存家財の片付け（単独での申込み）  料金のご案内

サービス内容 Ｃ残存家財の片付け

（税込み）

契約期間

ご契約時に必要な費用

更新時（５年毎）に必要な更新料

預り金（面積別料金）＋ 事務手数料 55,000円
預り金（面積別料金）（P7,8☆３）

住  宅  面  積
　　　～２０㎡未満
２０㎡～３０㎡未満
３０㎡～４０㎡未満
４０㎡～５０㎡未満
５０㎡～６０㎡未満
６０㎡～７０㎡未満
７０㎡～８０㎡未満
８０㎡以上　　　　

預り金(サービス利用料)
154,000円
231,000円
308,000円
385,000円
462,000円
539,000円
616,000円
別途ご相談

55,000円事務手数料

※ 面積別料金は、賃貸住宅・持ち家共通です。

５年（更新可能）

更新時に預り金はそのまま継続します。なお、経済事情の変動により事務手数
料が変更になる場合があります。

注：



□ Ａ見守りサービス＋Ｂ葬儀の実施＋Ｃ残存家財の
　 片付け（セットでの申込み）料金のご案内

サービス内容 Ａ見守りサービス＋Ｂ葬儀の実施＋Ｃ残存家財の片付け

（税込み）

契約期間

ご契約時に必要な費用 下記内訳の合計額

Ａは１年、Ｂ・Ｃは５年の組合せ （それぞれ更新可能）

Ｃ残存家財の片付けの預り金（面積別料金）は、６ページに記載の金額となり
ます。
事務手数料は、Ａ・Ｂ・Ｃサービスの合計で、22,000円とお安くなります。

注１：

注２：

更新時に預り金はそのまま継続します。
なお、経済事情の変動により費用が変更になる場合があります。（B及びCの預
かり金を除く）

注：

Ａ・ＢセットまたはＡ・Ｃセットのご契約も可能です。
上記の「ご契約時に必要な費用」(内訳)からご契約をされない（不要な）B（☆２）
またはC（☆３）の預り金を除いた金額が、ご契約時の費用となります。
事務手数料は、Ａ・ＢセットまたはＡ・Ｃセットの合計で、22,000円とお安く
なります。

注：

49,100円
297,000円
 面積別料金
22,000円

Ａサービス利用料(☆１) 
Ｂ葬儀の実施預り金(☆２) 
Ｃ残存家財の片付け預り金(☆３) 
事務手数料

(内訳) 

49,100円
22,000円

Ａサービス利用料(☆１) 
事務手数料

(内訳) 

Ａ更新時（１～４年目）に必要な費用　 Ａサービス利用料　　　　　　 

49,100円

ＡＢＣ更新時（５年目）に必要な費用　　 　　　　　　 71,100円



□ Ｂ葬儀の実施＋Ｃ残存家財の片付け（セットでの申込み）
　 料金のご案内

サービス内容 Ｂ葬儀の実施＋Ｃ残存家財の片付け

（税込み）

契約期間

ご契約時に必要な費用

Ｂ（297,000円）＋ Ｃ（面積別料金）  

　　　　　　　　　　　　　  ＋ 事務手数料55,000円

５年（更新可能）

□ 連名契約　料金のご案内

Ｃ残存家財の片付けの預り金（面積別料金）は、６ページに記載の金額となり
ます。
事務手数料は、Ｂ・Ｃサービスの合計で、55,000円とお安くなります。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

注１：

注２：

更新時（５年毎）に必要な更新料　事務手数料　 55,000円

預り金(☆２) 預り金(☆３)

更新時に預り金はそのまま継続します。なお、経済事情の変動により事務手数料
が変更になる場合があります。

注：

サービス内容
ＢまたはＢ・Ｃセットのご契約については、同一住居に
お住まいの方（ご夫婦等）のみ、連名契約ができます。
事務手数料がさらにお安くなります。

（税込み）

契約期間

ご契約時に必要な費用
Ｂ葬儀の実施・Ｃ残存家財の片付けのセットの連名契約の場合

Ｂ葬儀の実施の連名契約の場合

５年（更新可能）

Ｃ残存家財の片付けの預り金（面積別料金）は、６ページに記載の金額となり
ます。
事務手数料は、２人の合計で、77,000円とお安くなります。　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

注１：

注２：

更新時（５年毎）に必要な更新料　事務手数料　 77,000円
更新時に預り金はそのまま継続します。なお、経済事情の変動により事務手数料
が変更になる場合があります。

注：

Ｂ（297,000円×2人）＋ Ｃ（面積別料金）  

                                         ＋ 事務手数料77,000円
預り金(☆２)

預り金(☆２)

預り金(☆３)

Ｂ（297,000円×2人）＋ 事務手数料77,000円



ご利用開始相 談
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指定連絡先とは、ご契約者様からのお申し出により指定され
た、常時連絡のとれる方です。親族、友人、隣人、成年後見人な
ど、1人または複数の方を指定することができます。

ご契約者様がお亡くなりになった後、葬儀や残存家財の片付けに
ご協力をいただきます。

また、残存家財の片付けにあたり、ご契約者様があらかじめ指定
した物品や残された金銭等をお受け取りいただきます。

持ち家の方は、ご契約者様以外の方でお住まいの鍵を保管してい
る方（相続人、財産管理者など）を指定連絡先として届け出なけ
ればなりません（ご契約にあたり必須です）。

●
　
　

●
　

●
　

●

指定連絡先の変更や追加があった場合は、その都度ご連絡いただきます。

①配偶者・子・孫だけでなく、親・兄弟姉妹・甥姪は、法定の相続人になりま
　す。相続人のいる方は、指定連絡先として、届け出をお願いします。
②成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人、財産管理者、遺言執行者等が選
　任された場合は、指定連絡先として届け出なければなりません。

注１：

注２：



よくある質問

あんしん居住制度は東京都がおこなっている制度なのですか ?

東京都の外郭団体である、まちづくりセンターが実施する制度です。

インフルエンザなどの感染がこわい、あるいは膝や足が痛い等の理由で、まちづくりセ

ンター（新宿区）まで出かけられないのですが、契約することはできますか。

郵送でのご契約を行っています。またご事情により、ご自宅への訪問による契約も可能

です。

亡くなってから契約することはできるのですか ?

ご本人との生前契約により、「葬儀の実施」「残存家財の片付け」を手配するものです。

亡くなられた後に、ご本人以外の方が契約することはできません。

本人が、病気入院中の時は契約できますか。また本人が認知症の場合はどうですか。

ご病気の方は、一旦ご自宅へ戻られて生活できる状況であれば契約可能です。認知症の

方は親族や成年後見人など書類手続きや金銭管理を手助けしてくださる方が必要です。

保証人は必要ですか。

保証人ではなく指定連絡先を立てていただいております。詳しくは P９の「指定連絡先

について」をご覧ください。

解約はできますか。

いずれのサービスも所定の手続きで解約できます。解約時には、見守りサービス未利用

月分や預り金の返金があります。

死亡後の諸手続き（住居の返還や電気・水道の解約等）もやってもらえるのですか。

見守りサービス・葬儀の実施・残存家財の片付け以外のサービスは行っておりません。

親しい方へのご依頼や死後事務委任契約（司法書士や弁護士に依頼）など別途ご検討く

ださい。

Q１

A

Q２

A

Q３

A　

Q４

A

Q５

A

Q６

A

Q７

A
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